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例 【：1

1．本書は香川県教育委員会が平成9年度国庫補助事業として実施した、香川県内遺跡発掘調査

の概要報告書である。

2．平成9年度の調査対象地は、国道11号線バイパス建設予定地、国道438号線道路改良予定地、

国道193号線建設予定地、県道建設・改良予定地のうち高桧王越坂出線、紫雲出山線（須田バ

イパス）、高松長尾大内線（琴電高架事業）、大内白鳥インター線、国事業予定地で、国立善通寺

病院看護学校等新築予定地、県事業で、公営住宅建設予定地（善通寺市）、中小河川宮川（高松・

市木太町）改修事業予定地、瀬戸内海国立公園象頭山園地造成事業予定地、中小河川城山川（坂

出市川津町）改修事業予定地、高松港頭地区開発事業予定地、県警機動隊舎建設予定地、産業

交流センター駐車場造成事業予定地、さらに、県営農業基盤整備事業のうち、ほ場整備事業で

白鳥成重地区、白鳥中戸・原地区、綾南南部地区、綾上地区、県営農道建設事業で、綾歌地区、

大川南部地区である。

3．調査は香川県教育委員会事務局文化行政課、文化財専門員　木下晴一　技師　塩崎誠司が担

当した。

4．本書の執筆は調査の分担に応じて以下のように行い、全体編集は塩崎が担当した。

第2章（1）（2）1・2　第3章（1）（2）1・4　第4章（2）2～5・7・8　　　　　木下

第1章　第2章（2）3　第3章（2）2・3　第4章（1X2）1・6　第5章　　　　塩崎

5．本書の挿図の一部には建設省国土地理院発行の2万5千分の1地形図を使用した。

6．調査の実施にあたっては、建設省香川工事事務所、四国地方医務支局、国立善通寺病院、四

国管区警察局、香川県土木部道路建設課、河川課、長尾土木事務所、高松土木事務所、坂出土

木事務所、観音寺土木事務所、香川県土木部住宅課、香川県土木部高松港頭開発局施設整備課、

高松港頭地区開発事務所、香川県警察本部会計課、香川県商工労働部企業振興課、香川県生活

環境部環境局環境・土地政策課（自然保護室）、香川県農林水産部土地改良課、大川土地改良事

務所、綾歌土地改良事務所、白鳥町・綾南町・綾歌町・綾上町の各教育委員会、その他地元関

係各位及び㈲香川県埋蔵文化財調査センターの協力を得た。
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第1章　平成9年度香川県内遺跡発掘調査事業の実施に至る経緯

香川県教育委員会（以下、「県教委」という）は、国民共有の貴重な文化遺産である埋蔵文化

財の適正な保護を図るため、昭和58年度以来、過去12回にわたり国庫補助事業として遺跡詳細分

布調査及び遺跡発掘調査を実施してきた。（第2表参照）

昭和61年度から開始した遺跡詳細分布調査は、昭和63年度以降、県道建設や県営は場整備事業

を調査対象に加え、平成5年度以降ではさらにその他の県事業も加えて、国・県主体の開発事業

に対応した埋蔵文化財の保護に努めてきた。平成7年度には整備が急がれている四国横断自動車

道（津田～引田間）建設予定地内の分布調査を実施し、広域な大型事業にも適切に対処している。

さらに平成8年度には県内全域の埋蔵文化財包蔵地を対象として種々の開発事業に対する事前の

調整を図ることを前提に、事業名を「香川県内遺跡発掘調査事業」に変更し継続して分布・試掘

調査を中心に事業を遂行している。

平成9年度は従前の調査方法を踏襲し、国道事業、県道事業、国・県事業及び農業基盤整備事

業等予定地を調査対象として実施した。事業の実施概要としては、昨年度末に国・県等の事業課

に将来3年間の事業計画を照会、5月初旬までに遺跡地図と照合した結果を第3表のとおり回答

し、その結果に基づき関係各課と協議を重ねながら、必要なものについて分布・試掘調査等を実

施し、事業実施前に必要な協議資料を得てきたものである。

なお、事業実施機関は、香川県教育委員会事務局文化行政課で、今年度の発掘調査体制は下記

第1表のとおりである。

総括　　香川県教育委員会文化行政課

総務同

埋蔵文化文化財同

（調査担当）

課長　　　　　菅原良弘

課長補佐　　　北原和利

副主幹　　　　渡部明夫

係長　　　　　山崎　隆

主査　　　　　松村崇史

主事　　　　　打越和美

文化財専門員　木下晴一

技師　　　　　塩崎誠司

第1表　平成9年度発掘調査体制
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第2表　遺跡詳細分布調査等の概要（各年度）
実施年度 調　　 査　　 対　　 象　　 地 調査の方法 調 査 の　目　的 報 告書 の名 称

昭和58年度 中讃 4 市 9 町 分 布　 調　 査 遺跡台帳の整備
昭和58年度埋蔵文化財詳
細分布調査概要

昭和61年度

A　 国道32号綾南バイパス

B　 国道11号高松東バイパス 分 布　 調　 査
国道バイパス、四国横断
自動車道建設予定地内の
埋蔵文化財有無の確認

国道バイパス及び四国横
C　 国道11号坂出 ・丸亀バイパス （A ～E ） 断自動車道建設予定内埋
D　 国道319号善通寺バイパス 確　 認　調　 査 蔵文化財詳細分布 ・試掘
E　 四国横断自動車道 （高松～善通寺間）の各建設予定

地
（A ・B ・D ） 調査概報

昭和62年度
国道11号高松東バイパス （高松市林町～六条町）建設予

試 掘　 調　 査
高松東バイパス建設予定

国道11号バイパス建設予

定地内埋蔵文化財試掘調
査報告

定地内 地内の遺跡範囲の確定

昭和63年度

A　 国道11号高松東バイパス （高松市東山崎町 ・前田東
町）建設予定地内

B　 県道高松長尾大内線 （高松市小村町）建設予定地内
分 布　 調　 査

試 掘　 調　 査

A　 高松東バイパス建設
予定地内の遺跡範囲の確

′1Ⅰ

国道11号高松東バイパス

建設及び県営は場整備に
伴う埋蔵文化財試掘調査
報告 2

C　 県営は場整備事業予定地内 （大川 ・鴨部 ・三野東部

・豊中 ・高瀬）

疋
B ・C　 遺跡台帳の整備

平成元年度

A　 国道11号高松東道路 （高松市前田西町の一部）建設
予定地内

分 布　 調　 査

A　 高松東道路建設予定

地内の遺跡範囲の確定

B ・C　 開発予定地内の
埋蔵文化財有無等の確認
及び遺跡台帳の整備

埋蔵文化財試掘調査報告
B　 国道32号満濃バイパス （満濃町四条福家地区）建設 3 国道バイパス建設予定

予定地内 試 掘　 調　 査 地内及び県営は場整備事
C　 県営は場整備事業予定地内 （高瀬 ・三野東部 ・香南

・鴨部 ・大川）

業予定地内の調査

平成 2 年度

A　 国道11号高松東道路 （高松市前田西町の一部）建設

予定地内

・B　 国道 11号高松東道路 （三木町～津田町）建設予定地
分 布　 調　 査
試　掘　 調　 査

A　 高松東道路建設予定
埋蔵文化財試掘調査報告内 地内の遺跡範囲の確定

C　 国道32号満濃バイパス （満濃町羽間 ・吉野下 ・五条 B ～ E ・開発予定地内の 4 国道バイパス ・県道建
地区） 埋蔵文化財有無等の確認 設予定地内の調査

D　 県道山崎御厩線建設予定地内

E　 県営は場整備事業予定地内 （高瀬 ・三野西部 ・大川

・大内）

及び遺跡台帳の整備

平成 3 年度

A　 国道 11号高松東道路 （三木町～津田町）建設予定地
内

分 布　 調　 査

A　 高松東道路建設予定
地内の遺跡範囲の確定

B ・C　 開発予定地内の
埋蔵文化財有無等の確認
及び遺跡台帳の整備

埋蔵文化財試掘調査報告
B　 県道高松長尾大内線 （三木町～寒川町）建設予定地 5 国道バイパス ・県道建

内 試 掘　 調　 査 設予定地内及び県営は場
C　 県営は場整備事業予定地内 （高瀬 ・香南 ・田中 ・東

田中 ・大川）
整備事業予定地内の調査

平成 4 年度

A　 国道11号高松東道路 （三木町）建設予定地内

分 布　 調　 査
試 掘　 調　査

A　 高松東道路建設予定
埋蔵文化財試掘調査報告

6 国道バイパス ・県道建
設予定地内及び県営は場
整備事業予定地内の調査

B　 県道高松志度線 （高松市新田町～高松町）建設予定 地内の遺跡範囲の確定
地内 B ・C　 開発予定地内の

C　 県営は場整備事業予定地内 （三野西部 ・三野東部 ・ 埋蔵文化財有無等の確認
香南 ・大川 ・大内） 及び遺跡台帳の整備

平成 5 年度

A　 国道11号高松東道路 （志度町）建設予定地内

B　 国道438号 （坂出市川津町）建設予定地内

分　 布　 調　査

A　 高松東道路建設予定
地内の遺跡範囲の確定

B ～F　 開発予定地内の
埋蔵文化財有無等の確認
及び遺跡台帳の整備

埋蔵文化財試掘調査報告
C　 県道高松志度線 （高松市内 ・志度町）建設予定地内 7 国道バイパス ・県道建
D　 県道高松長尾大内線 （高松市東山崎町、十川東町 ・ 設予定地 ・高松土木事務
三木町）建設予定地内 試 掘　 調　査 所建設予定地及び県営は

E　 高松土木事務所建設予定地内 場整備事業予定地内の詞
F　 県営ほ場整備事業予定地内 （大林 ・香南 ・田中 ・大

川 ・大内 ・白鳥）
査

平成 6 年度

A　 国道11号バイパス （高松東道路、坂出 ・丸亀バイパ

ス建設予定地内
B　 国道438号 ・周道 193号建設予定地内

分　 布　 調　査

l

A ・高松畢道路建薗予定・
地内の遺跡範囲の確定’・．＿

B r F ∴　開発予定地内の1ニ
埋蔵耳化財有無等の確率 ．

及び遺跡台帳の整備

埋蔵文化財試掘碗査報告
C　 県道 （三木国分寺線ほか 5 路線）建設予定地内 8 国道バイパス ・県道建
D　 高松東ファクトリーパーク開発事業予定地内 試 掘　 調　査 設予定地及び県営は場整
E　 宮川改修予定地内
F　 県営農業基盤整備事業予定地内 （白鳥 ・大川 ・三木
北部 ・東田中 ・落合 ・綾歌）

備事要予定地内等の調査

平成 7 年度

A　 四国横断自動車道 （高松～高松間、津田～引田間）
建設予定地内

分 布　 調　 査

A　 四国横断自動車道建

埋蔵文化財試掘調査報告

9 国道バイパス等事業予
定地内の調査

B　 国道 11号高松東道路 （志度町、津田町）国道438号線 設予定地内の埋蔵文化財
建設予定地内 有無の確認

C　 県道 （高松志度線ほか 4 路線）建設予定地内 B　 国道バイパス建設予
D　 高松東ファク トリーパーク開発事業予定地内 試 掘　 調　 査 定地内の遺跡範囲の確定
E　 小規模河川西汐入川改修予定地内 C ～ G　 開発予定地内の
F　 高松港頭地区開発事業 埋蔵文化財有無等の確認
G　 県営農業基盤整備事業予定地内 （香南 ・大内 ・田中

・三木北部 ・三野川西 ・仲南）

及び遺跡台帳の整備

平成 8 年度

A　 国道32号線綾歌バイパス建設予定地内
B　 国道438号線建設予定地内
C　 県道事業 （飯野宇多津線ほか 6 路線）予定地内 分 布　 調　 査 A ～ E　 開発予定地内の

埋蔵文化財有無等の確認
及び遺跡台帳の整備

埋蔵文化財試掘調査報告
D　 県事業 （城山川改修ほか 4 事業）予定地内

E　 県営農業基盤整備事業 （大内天神地区ほか 7 地区）
予定地内

試 掘　 調　 査 10香川県内遺跡発掘調査
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（回答様式）

区　 分 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 状 況 及 び そ の 取 り扱 い 要 領

史　 A 事 業 予 定 地 は 史 跡 ・名 勝 ・天 然 記 念 物 指 定 地 内 に含 ま れ る た め 、 現 状 変 更

許 可 が 必 要 で す 。 つ い て は 、 事 前 に そ の 取 り扱 い に つ い て 当 課 と協 議 願 い ま ・

す 。

A 事 業 予 定 地 内 に 周 知 の 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 が 所 在 して い る た め 、 事 業 実 施 前

の で き る だ け 早 い段 階 で 当 課 と協 議 願 い ま す 。

B 事 業 予 定 地 は周 知 の 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 に 隣 接 して い る た め 、 事 前 に 当 課 が

当 該 地 の 分 布 調 査 を 実 施 しま す の で 御 協 力 くだ ざ い 。

C 事 業 予 定 地 及 び そ の 周 辺 に 周 知 の 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 は 所 在 し ま せ ん が 、 事

業 面 積 が 広 大 で あ る た め 事 前 に 当 課 が 当該 地 の 分 布 調 査 を 実 施 し ます の で 御 r

協 力 くだ さ い 。

D 工 事 実 施 中 に 出 土 品 の 出 土 等 に よ り新 た に 遺 跡 と認 め られ る もの を発 見 し

た場 合 に は 、 文 化 財 保 護 法 第 57 条 の 6 第 1 項 の 規 定 に よ る 遺 跡 発 見 通 知 を 当

該 市 町教 育 委 員 会 に 提 出 す る と と も に、 そ の 取 り扱 い につ い て 、 当 課 と協 議

願 い ます 。

（遺跡地図との照合結果）

事　　 業　　 区　　 分 史　 A A B C D 合　 計

国　 事　 業　 関　 連 1 23 4 8 23 5 9

県　 道　 事　 業　 関　 連 2 16 2 3 2 0 150 2 11

そ の 他 の 県 事 業 関 連 11 19 24 21 268 34 3

農 業 基 盤 整 備 事 業 関 連 0 20 17 21 10 6 164

合　 計　 事　 業　 数 14 78 68 70 54 7 777

第3表　平成9年度対象事業の取り扱い結果一覧
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第2章　国道バイパス等建設予定地内の調査

用　はじめに

国道バイパス建設に伴う埋蔵文化財の保護については、これまで県教委と建設省香川工事事務

所との間で適宜協議を行い、その適切な保護に努めてきた。中讃地域の主要幹線道路として整備

が進められている国道11号線（坂出・丸亀バイパス）については、平成7年12月20日付け建四香

第1755号で埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについての照会があり、平成7年度に丸亀市

内区間において試掘調査を実施、平成9年度には、多度津町内区間において試掘調査を実施した。

また、県土木部により整備が進められている一般国道改良事業については、国道438号線の坂

出市川津町内において、昨年度に引き続き試掘調査を実施した。

（2）調査の概要

1　国道11号線（坂出・丸亀バイパス）

（位置と経緯）

今回の協議範囲は、県道

善通寺多度津線から西へ善

通寺市との境界までの多度

津町内である。この区間の

東半部には、付近に拡がる

条里型地割が認められず、

10cm等高線図（水田の一筆

毎の標高を割り込んで地表

面の微起伏を等高線で表現

した図）に示されるとおり、

旧河道が幾筋も流れる状況

が推定されていた。しかし、

上流側約1kmの四国横断自

動車道建設に先だって調査

が行われた遺跡のなかには、

多量の遺物を包含する旧河

道がある。古代の土器・木

製模造品・斎串などが出土

した「金蔵寺下所遺跡」（善

通寺市金蔵寺町）、弥生時代

前期の遺物等を包含する

「稲木遺跡」（同市稲木町

ほか）、縄文時代後期から晩

期の土器を包含する「永井

遺跡」（同市下吉田町は

津

稲

1．試掘調査地　　2．金倉寺　　3．三井遺跡
4．金蔵寺下所遺跡　　5．稲木遺跡C地区　　6．稲木遺跡B地区
7．稲木遺跡A地区　　8．永井遺跡　　9．中村遺跡
10．乾遺跡　11．仲村城跡

第2図　調査位置および周辺の遺跡（「丸亀」「善通寺」）
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第3図10cm等高線図

か）の旧河道である。これらの旧河道と今回の試掘範囲に推定される旧河道との連続は不明であ

るが、遺物を包含する旧河道の存在を考慮して試掘調査を行うこととした。

（調査結果及びまとめ）

7本のトレンチ（約220Id）を設定し調査を行った。1トレンチ（長25mX幅2m）では旧河

道が検出された。この旧河道は深さ2m以上、ラミナが顕著に認められる砂及び砂礫で埋まるも

ので、磨滅した土器細片（時期不明）を僅かに含んでいる。トレンチ西部では、地山である黄白

色粘土層を削り込む状況が確認された。これは、周辺でのこれまでの知見から古代末頃の河床低

下によって形成された完新一世段丘の段丘崖と考

えられる。平成7年度の試掘結果も総合すると、

段丘崖前面の氾濫原は東方約1kmの現在の金倉

川の河道まで拡がると判断され、この地形面に

は少なくとも古代以前の遺跡は存在しないもの

と考えられた。このため当初はJR土讃線の東

側にもトレンチを掘削する予定であったが中止

した。2トレンチ（長5mX幅2m）では、深

さ2．5m以上の旧河道を検出した。河床は灰色

砂礫で西から東方に緩やかに傾斜する。埋土は

上から灰色極細砂質土・暗灰色シルト質土・木

質の遺存する暗灰色粘土で、どの層にも若干量
写真1作業風景（1トレンチ）
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の磨滅した土器細片が含まれる。1トレンチの旧河道との前後関係の確認は不必要と判断し、ト

レンチを延長しなかったが、1トレンチの旧河道よりも年代は古いと思われる。

3トレンチ（長20mx幅2m）、4トレンチ（長5mX幅1．2m）では、家屋の立ち退きによる

撹乱層の直下に地山（黄灰色極細砂質土層）が現れる。遺構・遺物は確認されなかった。6トレ

ンチ（長22mX幅2m）、7トレンチ（長12mX幅2m）も同様で水田耕土直下に地山が現れ、遺

構・遺物は確認されなかった。

5トレンチ（長17mX幅2m）も水田耕土直下に地山が現れる。ここでは弥生時代後期の溝状

写真2　1トレンチ断面 写真3　段丘崖（1トレンチ）
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遺構が検出された。溝の規模は、幅約0．8m、深さ約0．3mで、溝底に多量の土器片が含まれる。

5トレンチでは遺構の拡がりを確認するために、トレンチを一部拡張した結果（5mX2m）、ピ

ット、土坑なども確認した。大半は近世以降のものと思われるが、採集遺物のなかに中世のもの

が含まれることから中世の遺構が含まれる可能性がある。これらの遺構が検出された部分は、10

cm等高線図から微高地にあたると推定される。

以上のことから、5トレンチを設定した水田（800Iの　について事前の保護措置が必要と判断

した。また、今回トレンチを掘削できなかった範囲については再度試掘調査を行う必要がある。

写真4　遺構検出状況（5トレンチ） 写真5　溝状遺構（5トレンチ）
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なお、遺構・遺物が確認された範囲については、付近の小字から「小塚（こつか）遺跡」と呼称

することとした。

2　国道438号線

（位置と経緯）

坂出市川津町は、瀬戸中央自動車道や四国横断自動車道の建設に伴う事前調査で「下川津遺跡」

「川津中塚遺跡」「川津下樋遺跡」など多くの遺跡が大規模に調査されたほか、大束川改修や県

道富熊宇多津線などの改修事業により多くの遺跡が調査され、本県で最も調査が行われている地

域のひとつである。これらの調査成果を総合すると、歴史を通じて人々は自然堤防などの微高地

に集落を営み、後背湿地や埋没過程にある旧河道に水田やため池を造成していたことが知られる。

坂出市内の国道438号線の道路改良事業は、現在の国道の拡幅工事であり、四国横断自動車道

との交差部付近から北に向かい用地買収の終了した箇所から暫時工事が行われている。県教委で

は、用地買収が比較的まとまって完了した地点を中心に試掘調査を平成5年度より継続し、南か

ら「川津川西遺跡」（縄文時代後

期の遺物包含層、中世後半の集落

等を検出）、「川津井手の上遺跡」

（弥生時代の竪穴住居、古代の掘

立柱建物等を検出）、「川津六反地

遺跡」（中世の集落等を検出）な

どの内容が明らかになっている。

また、小規模の面積で官民境界の

構造物工事が先行するような地点

では、工事立会を行い埋蔵文化財

の有無を確認することとし「川津

六反地Ⅱ遺跡（仮称）」などを確

認している。今年度も、県道富熊

宇多津線との交差点北側において

試掘調査を実施した。

（調査結果及びまとめ）

協議範囲内においてトレンチ掘

削が可能な2箇所に3本のトレン

チ（45d）を設定した。

1トレンチ（長さ13mX幅1．5

m）は地表下約40cmに遺構面があ

り、弥生時代後期の溝状遺構1条

とピット1を検出した。溝状遺構

は、幅5m・深さ0．75mの規模で、

東南から西北方向に流れている。

埋土は巨視的に暗茶褐色礫混じり

粘質土の上層と暗灰色砂礫混じり

粘質土の下層の2層に分けられる。

上層には弥生時代後期の土器片が

多く含まれ、中には完形に復原で

きるものもある。下層も上層ほど

A　国道438号線　試掘調査地　B　城山川　試掘調査地

1下川津遺跡　　　　　　2　川津中塚遺跡
3　川津下樋遺跡　　　　　4　川津二代取遺跡
5　川津一の又遺跡　　　　6　川津東山田遺跡1区
7　川津東山田遺跡2区　　8　川津川西遺跡
9　川津六反地遺跡　　　10　川津井手の上遺跡
11川津元結木遺跡　　　12　川津西又遺跡

第5図　調査位置および周辺の遺跡（「丸亀」）
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第6図　R．438等調査実績図
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第7図　トレンチ配置図
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の量はないが土器細片が含まれる。このことから1トレンチ近辺に集落跡が存在する可能性が高

いと推定される。

2トレンチ（長さ10mx幅1．5m）は厚さ55cm程の撹乱層下に厚さ35cm程の旧耕土が堆積し、

灰色粘質土の地山が現れる。遺構・遺物ともに認められない。3トレンチ（長さ8mX幅1．5m）

は、周辺ではやや不明瞭であるが、南側の南北方向の小径が条里型地割の坪界線に相当する可能

性が考えられ、これに関わる遺構の有無を確認するために設定したものである。2トレンチと同

じ堆積状況で、遺構・遺物は認められなかった。

以上のことから、1トレンチを設定した地筆には遺跡が拡がり、2・3トレンチを設定した宅

地跡には遺跡が存在しないことが判明した。また、1トレンチで検出した遺跡がどの範囲に拡が

っているのか判断する資料が得られなかったため、周辺についてはさらに試掘を行って判断する

必要がある。なお、1トレンチの事業の実施に先だって保護措置を図る必要のある範囲について

は、遺跡名を「六反地（ろくたんじ）Ⅱ遺跡（仮称）」とした。これは、西側至近の高速道路の

建設の事前調査では小字ではなく通称地名をもとに遺跡名を付けており、将来遺跡の範囲・内容

が確定した段階で、遺跡名を決定する必要があると考えられるためである。

第8図　溝状遺構　断面模式図

写真6　作業風景（1トレンチ）

写真7　1トレンチ掘削状況

－12－

写真8　2トレンチ掘削状況



3193号線
（経緯と位置）

調査対象地は香川郵香南町大字岡字清

水に位置する。広大な高松平野を北流す

る香東川が形成した扇状地形の扇央付近

に所在し、同川の西岸、丘陵部が間近に

せまる河岸段丘上に位置する。平成6年

度には用地買収の終了した範囲において

試掘調査を実施しており、一部遺物が出

土した範囲において再度試掘調査が必要

な旨事業主体である高松土木事務所あて

通知している。今年度、当該地を中心に

周辺部でも用地買収が進行した旨連絡を

受けた県教委では早急に分布調査を実施

し、事前の試掘調査を実施することで合 第9図　調査位置図（「川東」）
意に達した。

（調査結果とまとめ）

調査は第10図のとおり、9個所にトレンチを設定し、平成6年度試掘調査地に隣接してテスト

ピット（10トレンチ）を1個所加えた。調査面積は約130Idで調査の結果は第5表のとおりであ

る。1～2トレンチでは耕作土下で茶灰色砂礫層が検出され、遺構等は検出されなかった。香東

川による影響が大きかったことを示すものであろう。一方、3～10トレンチでは弥生時代後期初

頭を中心とする遺構・遺物を検出した。出土遺物は第11図のとおりで中期末葉を示す土器片（7

・9）もみられるが概ね後期初頭段階の土器が主体を占める。特に7トレンチの結果から、当初、

田面造成の為に傾斜部をカットしたため遺跡が所在する可能性が低いと想定された丘陵裾におい

ても当該期の遺構が検出されており、事業予定地からは外れるものの丘陵上にも同時期の集落跡

が広がる可能性が考えられた。また、香東川上流域における当該期の集落跡の検出例は現在まで

のところ皆無に近い状態で、今回検出した遺構・遺物は今後貴重な資料になるとともにその集落

の立地を考慮するうえでも興味深い。特に9トレンチでは多量の弥生土器片が出土しており、テ

ストピットでも9トレンチと同様の堆積が認められた。これは、平成6年度に実施された試掘調

査の結果を再確認させるもので、同範囲にについても集落跡が広がる可能性が高いことを示して

いる。

写真9　調査地近景

－13－

写真10　3トレンチ全景



以上の結果から、第10図に示すとおりの範囲につい

ては当該期の集落跡が広がるものとして、今後「岡清

水（おかしみず）遺跡」と称して文化財保護法に基づ

く事前の保護措置が必要となる。一方で、1・2トレ

ンチを設定した範囲では目立った遺構・遺物等は検出

されなかったことから、事前の保護措置は不要と判断

されるとともに、用地買収が進行していない1トレン

チと10トレンチの間については、事前の有無確認調査

を実施する必要がある。

写真115トレンチ（遺構検出状況）

写真12　8トレンチ（調査風景）

第10図　トレンチ配置図

……保護措置の必要な範囲

儲鞄……再度試掘調査の必要な範囲

ー14－



番　 号 規模 （m ） 遺　 構 遺　 物 所　　　　　　　　　 見

1 1．4 ×22．5 土坑 1 土器細片
耕作土下20cm程下で灰色砂礫層 （地山）に至

る。遺構の時期は不明。

2 1．4 ×21⊥2 なし なし
1 トレンチと．同様の堆積状況を呈するが、遺

構 ・遺物とも検出されず。

3 1．0 ×14．6
柱穴跡 2

溝状遺構
弥生土器

遺構面は耕作土下60cm程皮下に所在する。旧

地形は北へ遺構面は北へ下降してお り、溝状

遺構は傾斜面での包含層堆積の可能性 もある。

4 1．0 ×15．2 なし 弥生土器

3 トレンチから続 く北への傾斜が認められる。

遺構は検出されないものの土器は多量に出土

している。

5 1．0 ×11．1
土坑 2

柱穴跡 2
弥生土器

現地表下約80cmに遺構面が所在 し、包含層は

薄 く出土遺物も少ないものの遺構は密に所在

する。

6 1．0 ×6．7 なし 弥生土器
弥生土器細片は僅かに出土するものの、遺構

は検出されない。

7 1．4 ×18．6
柱穴跡 2

弥生土器
トレンチ北側で径 4 m 程度の浅い落ちを検出

竪穴住居状遺構1 しており、竪穴住居跡の可能性が考えられる。

8 1⊥0×13．4 柱穴跡 3 弥生土器
4 トレンチと同様の堆積状況で包含層直下に

遺構面が所在する。

9 1．0×12．9 柱穴跡 2 弥生土器

遺構面は耕作土下約60cm下に所在し直上の包

含層からは特に多量の弥生土器片が出土して

いる。

10 1．0×3．2 なし 弥生土器
9 トレンチと同様の堆積状況を示し包含層中

に弥生土器細片が少量含まれている。

第5表　各トレンチの概要

章
■　　　　－　　　．■　2

＼』壷ク

∈≦≡≡⊇止塁b

第11図　出土遺物実測図（1、7…8トレ　2、11…7トレ　3、5…5トレ　4、6、8、9、10…9トレ）
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第3章　県道建設予定地内の調査

（1）はじめに

県教委では昭和63年度より、大規模な県道バイパス建設予定地内を中心に県道建設予定地の試

掘調査を適宜国庫補助事業に含めて実施してきた。平成7年度以降は、現道拡幅などの改良工事

等の事業も調査対象に含め、事業を行っている。毎年3月に関係各課に対して行う向こう3ヶ年

の事業計画の内容と遺跡地図との照合によって、保護措置の必要の有無を判断し、県道の場合は

管轄の6ヶ所の土木事務所との協議によって埋蔵文化財の保護措置を図っている。今年度、協議

によって試掘調査を行うことになったのは以下の4路線である。

（2）調査の概要

1　高松王越坂出線

（位置と経緯）

調査地は、坂出市高屋町の雄山古墳群の所在

する尾根上である。雄山古墳群は、古墳時代に

は瀬戸内海に近接していたと推定される雄山

（標高139m）の東側の尾根北斜面を中心に7

基よりなる古墳群である（至近にさらに1基所

在するが消滅し詳細不明）。平成8年度に県道高

松王越坂出線建設予定地内に含まれる4基の古

墳の調査が㈲香川県埋蔵文化財調査センターに

より行われた。これらは径6～10mの円墳で、

田

羨道を持たず墓境に直結する墓道を有する横穴：．－＼

式石室で、出土須恵器から6世紀中頃に相次い

で築造されたと考えられている。出土遺物も比

較的豊富で、本県における横穴式石室導入期の

様相を知る貴重な資料である。今回の調査地は

用地買収が遅れたために、平成8年度に遺跡の

有無確認が出来なかった90dが対象である。調

査地は西から延びる尾根の背にあたり、かつて

須恵器の散布が認められたとの情報もあった。

現況は蜜柑畑として利用されている。

（調査の結果およびまとめ）

第13図のように、蜜柑の木を避けてトレンチ

を設定した。試掘面積は約8dである。いずれ

のトレンチにおいても団粒状構造をなす茶灰色

シルト質土が30cmの厚さに堆積し、以下に花崗

岩が風化し粘土化した黄灰色シルト質土が堆積

する。茶灰色シルト質土層において須恵器片な

－16－



照

第14図　調査位置図2（「坂出市都市計画図」を使用）

1～7　雄山1～7号墳
8　　遍照院裏山古墳（消滅）

スクリントーンが今回の協議範囲

ど数点の土器破片が採集されたが、遺構は認められなかった。なお、万が一地山の認定を誤った

可能性を考慮して、掘削後に長さ50cmのピンボールを密に打ち込んで、石室石材等の有無を確認

する作業も行ない遺構は存在しないと判断した。

以上のことから、今回の協議範囲について事業の実施に先立つ文化財の保護措置は不要と判断

した。

－17－

写真13　調査地遠景（東から） 写真14　aトレンチ掘削状況



2　紫雲出山線（須田バイパス）

（経緯と位置）

調査対象地は三豊郡詫間町大字詫間字須田

及び中尾瀬に位置する。当事業は昨年度から

の継続事業であり、事業主体である観音寺土

木事務所から昨年度の段階で連絡を受けてい

た県教委では、改めて今年度事業予定地内の

分布調査を実施した。その結果、昨年度試掘

調査を実施した路線内の状況と同様に中世土

器片が多量に散布していること及び地元から

の聞き取りによると付近に石棺が埋まってい

るとの情報を得たことから、事前の試掘調査

を実施し、遺跡の有無確認をおこなうことで

合意に達した。

（調査の結果及びまとめ）

調査は用地買収の状況及び重機進入路確保

の関係から2回に分けて実施している。各ト

第15図　調査位置図（「仁尾」）

レンチの概要は第6表のとおりで調査面積は約130出である。調査の結果、1～4トレンチでは

すべてのトレンチで中世後半の土器片が出土し、4トレンチを中心に14世紀後半～15世紀にかけ

ての集落跡が検出された。また同トレンチで検出された石室状の遺構は基底部しか残存しないも

ののその形態から横穴式石室の可能性が高ものである。しかしながら、調査で古墳時代の須恵器

等は出土せず、また、検出面上では特に多量の中世土器片が出土することから、古墳時代～中世

の墳墓に関連する遺構と推定しておく。一方、1トレンチでは現地表下約1．6m下の深さから多

量の弥生後期土器片が出土している。本来は深い谷地形と推定され相当埋没が進んでおり、また、

トレンチ設定範囲も限定されていたたため、明確な遺構の検出はできなかったが、地形との関係

及び埋土の状況から考えて流路跡（深さ30cm以上）と思われる。この地域において知られる当該

期の資料は僅かで、その集落立地を考慮するうえでも貴重な資料である。

また、5－8トレンチでは、6トレンチで土器片少量と石器（石匙）1点が出土している。調

査地が狭小なため明確な遺構は検出できなか

ったものの、地山層上の遺物包含層は比較的

厚く安定した堆積層であり、旧地形では本来

海に面した小尾根裾部に立地することから、

遺跡が所在する可能性が高いと判断された。

その他のトレンチでは土器細片以外に目立っ

た遺構・遺物とも検出されていない。

以上のことから、1～4トレンチの範囲は

「須田・中尾瀬（すだ・なかおぜ）遺跡」6

トレンチの範囲は「尾の上（おのうえ）遺跡」

と称して、事業の実施に際しては、文化財保

護法に基づく事前の保護措置が必要である。

なお、これまでの同路線建設事業に伴う埋蔵

文化財の保護措置の結果は第17図のとおりと

なる。
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写真15　調査地近景（1、2トレンチ）



第16図 トレンチ配置図
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保護措置の必要な範囲



番　 号 規模 （m ） 遺　 構 遺　 物 所　　　　　　　　　 見

1 1．3×4．2 （流路）

土師器片 現地表下約1．5m 下に弥生時代後期の土器 を

須恵器片 多量に含む包含層を検出。出土状況から流路

弥生土器 の埋土の可能性が高い。

2 1．3×7．0
溝

中世土器片
遺構は中世土器片を含む層上から掘 り込まれ

土坑 てお り、中世以降の所産である。

3 1．3 ×12．5 土坑
中世土器片

遺構は2 トレと同じく時期不明であるが、中

世土器包含層下に弥生土器包含層及び黄褐色

弥生土器片 シル ト層 （地山）が所在 し当該期の遺構が在

る可能性が高い。

4

1．3×16．5

（サブトレンチ

を随時設定）

石室状遺構
中世土器

石室は幅約1．5m 長さ約5．5m のの規模で、周

溝、古墳時代の遺物等が検出されなかったこ

柱穴跡 とから中世墓の可能性 も考えられる。その他

遺構は中世の所産。

5 1．2×17．5 なし 土器細片 現地表下約65cmで地山層検出。

6 1．0 ×6．5 なし
土器細片

石器 1 点

現地表下約40cmに土器細片 ・石器を含む包含

層を検出。 トレンチの設定場所が限られてお

り、遺構は検出されなかった。

7 1．3 ×16．8 なし なし 現地表下約70cmで地山層検出。

8 1．3 ×18．4 なし
近世土器片

少量

1 トレンチと同じ谷地形で、深さ約 3 m 近 く

まで掘下げたものの近世土器片以外は出土し

ない。

第6表　各トレンチの概要
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写真19　6トレンチ全景

第18図　出土遺物実測図
（1～4…4トレ、5・6…1トレ、7…6トレ）

※4は土錘
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3　高松長尾大内線（琴電高架）

（経緯と位置）

調査対象地は高桧市東山崎町字水田に位置

する。標記路線（バイパス）が琴電八乗線と

交差することに伴い琴電線が高架になるもの

である。今年度、事業主体である道路建設課

から事業の照会をうけた県教委では、早急に

分布調査を実施した。その結果、事業予定地

は高松東道路建設に伴い発見された東山崎・

水田遺跡の120mほど北に位置しており同遺

跡が事業予定地まで広がる可能性が高いこと

し1言訂

早
IJ－。．

れ

が考えられた。この結果を基に、事業課と協？
議を行った結果、遺跡範囲との関連及び用地‡

買収状況を考慮し、現水田駅に南接する範囲

において事前の試掘調査を実施することで合」さこ

意に達した。

（調査の結果及びまとめ）

田

第19図　調査位置図（「高松南部」）

調査対象地が東西に長い範囲であるため、第20図のとおり3個所にトレンチを配置して調査を

実施している。調査面積は約70dで結果は第7表のとおりである。調査の結果から、対象地内は

ほぼ全域において厚い砂質土層の堆積が認められ東山崎・水田遺跡から継続する集落跡は確認さ

れなかった。3トレンチで検出された土坑にしても単体で集落としての広がりを示すものではな

い。水田土壌に比定できる層も検出されなかったことから、現状で同遺跡との関連性を考慮する

ことはできない。

以上のことから、今回の協議対象地内においては、文化財保護法に基づく事前の保護措置は不

要と判断された。

番　 号 規模 （m ） 遺　 構 遺　 物 所　　　　　　　　　　 見

1 1．0 ×22．5 なし 土器細片
明褐色砂質土層の下は厚い青灰色 シル ト→暗

灰色砂粒土の順で堆積 し遺物 は全 く含 まない。

2 1．0 ×12．5 な し 土器細片 1 トレンチに同 じ。

3 1．0 ×27．5 土坑 1

陶磁器片 1 土坑は径 40cm 程度で埋土 は明灰色砂質土。陶

その他 磁器片 1 点が出土 し、中世後半期 と推定 され

土器細片 るが集落跡 としての広が りはみ られない。

第7表　各トレンチの概要
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写真201トレンチ全景

2トレンチ（調査風景）

ー23－

写真22　3トレンチ全景



4、大内白鳥インタ一線

（位置と経緯）

大内白鳥インター線は、大川郡大内町川東・

白鳥町樋端に建設される四国横断自動車道のイ

ンターチェンジと国道11号線との間約2kmを結

ぶアクセス路である。昨年度に分布調査を行い

試掘調査等の必要な範囲を決定し、9月末から

10月初めの3日間（国庫補助事業）と3月末の

2日間の計5日間にわたり試掘調査を行った。

この結果、古墳時代後期の集落遺跡（住屋遺跡）、

弥生後期の土器が多量に検出された原間遺跡が

確認された。今年度は、昨年度に用地未買収等

により試掘できなかった2地点について試掘調

査を実施した。

調査対象地は、与田川と湊川にはさまれた花

崗岩よりなる山塊の麓の、古川という小河川が

形成した幅300m程の谷底平野である。花崗岩

は一部マサ化しているため、幅広の開所谷が発

東

第21図　調査位置図（「三本松」）

達し、前面に砂を主とする平地を形成している。平野は与田川や湊川沿いに帯状に分布する「氾

濫原画」と条里型地割の遺存する段丘I面を中心とするが、山麓に小規模で数段の比高の低い段

丘が付着している（段丘の対比はさらに検討が必要である）。今回試掘調査をおこなった地点は、

段丘Ⅱ面と段丘Ⅳ面で、後者で遺跡が確認された。

（調査の結果およびまとめ）

4ヶ所（約40d）のトレンチを設定した。

1トレンチ（長さ11m）は、水田に花崗土を盛り、宅地化していた地筆である。近年まで使わ

れていたらしい水田耕土の下に、旧耕土・床土（灰色砂礫混じり粘質土、橙黄色粘質土）が堆積

し、以下淘汰の良い灰色砂層にいたる。周辺での調査所見から、灰色砂層上面が弥生時代後期以

降の遺構面となるが遺構・遺物は検出されなかった。2トレンチ（長さ10m）も1トレンチとほ

ぼ同様の堆積状況で遺構・遺物は検出されなかった。

3トレンチ（長さ8m）は、表土直下20～40cmで黄土色小礫混じり砂質土の遺構面が現れる。

この面に径20～30cmで暗茶褐色砂質土で埋まる柱穴（4）、幅60cmの溝状遺構1条（埋土は灰色小

写真23　作業風景（1トレンチ）
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写真24　2トレンチ断面



団山地

段丘Ⅱ面

：二三手三二妻子

∃段丘Ⅳ面

⊂］段丘I面

画水城

屈条里型地割

因段丘Ⅲ面

「－　氾濫原面
l

l

i：：：：：：：：：：：：÷」

．　　試掘地点

第22図　微地形分類予察図
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第23図　トレンチ配置図
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礫混じり砂質土）、竪穴住居の可能性のある径約2．5mの不定形の凹地を検出した。これらの遺構

には弥生時代後期、古墳時代後期と推定される土器片が含まれる。また、凹地からは完形の石匙

が出土した。混入であろう。

4トレンチでは①表土（茶色小礫混じり砂質土）、②茶褐色砂質土、③黄土色小礫混じり砂質土

の順で堆積するが、いずれもよく似ており分層は難しい。②層上面で暗茶褐色小礫混じり砂質土

で埋まる幅80cmの溝状遺構を検出した。また、②層中には多量の弥生後期土器が含まれており、

完形のものも認められる。遺構に伴うものと考えられるが、明確にできなかった。

以上のことから、3、4トレンチを設定した段丘Ⅳ面には弥生時代後期を中心とする集落遺跡

が拡がるものと推定される。段丘Ⅳ面は山麓の媛斜面が段丘化したもので、河床の相対的な低下

によって、それまでの沖積面が段丘化したI

～Ⅲ面とは異なるものであり、周辺では最も

土地条件の良い地点である。

なお、㈲香川県埋蔵文化財調査センターが

予備調査を実施し、本調査範囲が確定した原

間遺跡は、弥生～古代の集落・旧河道が遺跡

の内容であるが、氾濫原面には遺跡が所在せ

ず、低位の段丘に弥生時代等の古い時代の旧

河道が、相対的に高位の段丘に集落が所在し

ている状況が読み取れる。微地形と遺跡の内

容に相関関係があることが指摘できる。

0＿．。＿．1タcm

第24図　出土造物実測図

写真25　3トレンチ遺構検出状況

写真26　石匙検出状況（3トレンチ）

写真27　遺物出土状況（4トレンチ）
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第4章　国・県事業予定地内の調査

（1）はじめに

今年度の国道・県道以外の国・県事業については、初めて国事業（国立善通寺病院看護学校等

新設）に伴う試掘調査を加えたほか、従来の県事業においては河川関係で高松市の宮川、坂出市

の城山川の改修事業、昨年度以前からの継続事業として、高松港頭地区開発事業、新規事業とし

て善通寺公営住宅建設事業、象頭山園地造成事業、香川県警機動隊舎建設事業、香川県産業交流

センター駐車場造成事業の調査を実施している。

（2）調査結果の概要

1　善通寺公営住宅

（経緯と位置）

調査対象地は善通寺市生野町字山南に位置する。

北側は金倉川に向かって張り出す磨白山が迫り、そ　持

の山頂部には古墳時代前期の著名な磨白山古墳が所

在する。また、西側の大麻山山麓にも無数の後期古墳

が所在し、その密集度は県内有数である。今年度、事

業主体である県住宅課から事業の連絡を受けた県教委で

は早急に分布調査を実施した。その結果、現地形を大き

く概観すると当該地は現在地蔵池が所在する谷地形内

に位置するものの、この平野部では現在までに集落

跡等の生活遺跡が未確認で、前述した多数の古墳を造

営した集団の集落跡が所在することも想定された。こ

の状況を踏まえ、事業課と再度協議を行った結果、事業

範囲は明確なものめ、建物建設範囲は未定であったた

め、敷地全域を対象に試掘調査を実施することで合意

に達した。なお、調査は用地買収の進捗状況によりやむ

を得ず、田植え前と稲刈り後の2回に分けて実施した。

（調査の結果及びまとめ）

第25図　調査位置図（「善通寺」）

調査は第26図のとおり合計で13個所のトレンチを設定して実施した。調査面積は約280Idであ

る。調査の結果、地盤層である灰色砂礫層が調査対象地西側から東側にかけて大きく隆起してお

り、調査地西端部で再び下降する状況が看守された。遺跡はその地盤層が下降したところに広が

り、明確な遺構面としては中世と弥生時代後期後半の2面を検出している。ただし、2トレンチ

では中世の遺構面ベース層から弥生時代中期の土器が出土し、7トレンチでは同じく中世の遺構

面ベース層から古墳時代後期の須恵器片が出土している。さらに中世の遺構面では出土土器及び

埋土の状況から新古の2時期が所在し、同時期の遺構検出レベルも各トレンチによってかなりの

差がみられる。以上のことから、当時の生活面及びその埋没過程が決して一様でなく複雑であり、

周辺部を含めて弥生時代～中世にかけて継続的に集落が営まれたことが想定される。このことは

おそらく、調査対象地が前述したように大きな谷地形の縁辺部に相当し、当時この谷内を流下し

ていたであろう河川の影響を受けやすかったことに起因すると思われる。

一方、地盤層が隆起した頂部付近では耕作土直下で同層が現れ、中近世土器細片が出土してい

るが、遺構等は皆無である。おそらく、当該期を中心に調査地及び周辺部の平坦地化が図られた

－28－



ものと推察される。

以上の結果から、地盤層が隆起した頂部付近以外は「山南（やまみなみ）遺跡」と称して事業

実施に際しては文化財保護法に基づく適切な措置が必要である。

／／／「二二二二一一一／

（中世遺構面）

（弥生遺構面）

第26図　トレンチ配置図及び断面模式図
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写真30　6トレンチ遺構検出状況

番　 号 規模 （m ） 遺　 構 遺　 物 所　　　　　　　　　 見

2 1．5×15．0
柱穴跡

焼土面

弥生土器片

中世土器片

遺構面 は現地表下約45cm に所在 し、弥生中期

と推定される焼土面 と中世の柱跡 は同一面に

所在す る。

6 1．5×20．3

溝
弥生土器片

中世土器片

遺構面 は現地表下約60cm に所在 し柵列跡 と推

定 した ものは径20cm弱の掘込みが 8 穴 ほぼ等

柱穴跡 間隔に並ぶ ものである。14世紀代の土器片が

柵列 ？ 出土 している。その下層 には弥生時代後期 の

包含層が堆積 している。

7 1．5×16．0
溝 須恵器片

遺構面は現地表下約40C皿に所在 し古墳 時代後

期の須恵器片 を若干含むベース層 に中世段階

柱穴跡 土師器片 の遺構が掘込まれている。埋土の色調か ら新

古 2 時期の判別が可能である。

10 1．0 ×23．5
溝

柱穴跡

弥生土器片 耕作土直下で地盤層が表れる地点か ら同層が

中世土器片 落ち込む範囲には中世 の遺構面及びその下 に

近世土器片 弥生時代後期の包含層が形成 されている。

第8表　各トレンチの概要

ニ津で賢

鋤

、＼－－」　二E＝＝プ5

0　　　　　　10cm
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第27図　出土遺物実測図

（1、2…2トレ

3…6トレ下層

4・5…6トレ上層）



2　宮川

（位置と経緯）

高松市等が実施する太田第2土地区画整理事

業の事業地中央部の東端を北流する宮川は、条

里型地割の坪界線に規制され人為的に流路を固

定された小河川である。この河川の改修工事が、

詰田川の合流点から上流に向けて進められてし

る。事業予定地内における埋蔵文化財の取扱い

については、高松土木事務所と適宜協議を行い、

平成6年度の試掘調査では白山神社古墳（径20

mの円墳で、竪穴式石室をもつ）の隣接地で弥

生時代の多量の土器を含む旧河道が検出され

（木太本村遺跡）、また、平成8年度には大池北

側において弥生時代後期の溝状遺構が検出され

ている（上西原遺跡）。さらに、今年度試掘対象

地の試掘の必要性の有無を検討するために立会

調査を行った地点から、奈良時代の井戸が検出 第28図　調査位置図（「高松南部」）

されている（木太本村Ⅱ遺跡）。

（調査の結果およびまとめ）

協議範囲内に5箇所（65d）のトレンチを掘削した。調査の結果、1、2トレンチで旧河道、

4、5トレンチで溝状遺構と水田土壌層を検出した。

1トレンチ（長14mX幅1．5m）と2トレンチ（長15mX幅1．2m）から幅15m以上の旧河道を

検出した。両トレンチは、地表から80cmの厚さに造成土が堆積し、以下に25cm厚の旧耕土（明灰

色シルト質土）層、明灰色極細砂質土を経て、黄灰色粘質土層の地山に至る。旧河道の埋土は径

1－3cm程の砂岩亜円礫を中心とする灰色砂礫で、マトリックスは租砂、ところどころに淘汰の

良い砂からなるラミナが認められる。磨滅した土器細片を僅かに包含するが時期の判明するもの

はない。地表から約3mの深さまで掘削した　　3m

が河底に至らず、至近に宮川が流れているこ

ともあり安全に配慮して掘削を中止した。3

トレンチは深さ2mまで掘削したが撹乱され

ていた。ガソリンスタンドの跡地で、抽漕建

設によって広範囲に深く掘削されているとい

う聞き取りが得られたため調査を中止した。

4トレンチ（長14mX幅1．2m）、5トレン

チ（長5mX幅1．5m）は泥炭層・粘質土層

など細粒の堆積物よりなる。空中写真判読に

よって抽出した旧河道図（第31図、昭和37年

国土地理院撮影の1／1万空中写真を線比2

倍に引き伸ばした写真を判読して作成した）

に示されるとおり、旧河道中に相当する。第

29図の黒色粘質土層の上部とオリーブ灰色粘

土の上部は土壌化しており、水田耕土と推定

されたため精査した。しかし、畦畔や溝など

1m

黄灰色
粘質土

（地山）
灰色砂礫

O m　2トレンチ

－31－

灰色シルト質土（地山）

4トレンチ

第29図　断面模式図

3m

1m

O m



トレンチ配置図

写真32　調査地遠景（南から）
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写真33　2トレンチ掘削状況



水田に伴う遺構は検出されず、また、遺物も出

土しなかった。溝状遺構は3地点で確認された

が、規模や埋土が類似するので本来1条かもし

れない。しまりのわるい灰色粘土と木質泥炭で′

埋没し、遺物は検出されなかった。層位から近

世以降のものと推定される。

以上のことから、今回の協議範囲においては、

水田址が所在する可能性が指摘できるが遺構・

遺物が検出されなかったことから、事前の保護

措置は不要と判断される。

0　　　　　200
」　＿－　」　＿－．

写真34　4トレンチ掘削状況

第31区l　周辺の旧河道

3　象頭山園地

（位置と経緯）

象頭山（標高616m）は、土器川扇状地の西側に屏風のように奪える山稜で、頂上部が硬質の

安山岩でキャップ・ロックされているため、やや平坦な頂部と急斜面よりなる独特の山容を呈し

ている。この北西側斜面を中心にいくつかのやや規模の大きい地すべり地形が認められ、標高400

m付近には径100mほどの陥没地状を呈する凹地がある。この凹地は昭和40年代に陸上自衛隊に

よる林道敷設の際に生じた土砂が盛られ、現在キャンプ場に利用されている。キャンプ場の西北

側には、東北に前方部を向ける全長46mの前方後円墳「野田院古墳」が所在する。野田院古墳は

後円部を積石、前方部を盛り土によって構築した古墳時代前期の古墳である。また、′凹地には野

田院と呼ばれる中世山岳寺院の所在が伝承され、鎌倉時代の瓦片が散布しているほか、弥生土器

の散布も報告されている。今年度、キャンプ場の施設整備が計画されたため、埋蔵文化財の包蔵
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状況を確認するための試掘調査を実施した。

（調査の結果およびまとめ）

事業予定地内に2箇所のトレンチ（50．5Iの

を設定した。1トレンチ（長20mx幅2m）は

凹地の中央部分に設定したもので、約3m盛り

土されていることが判明した。地山はやや赤色

化した黄土色粘質土で、調査範囲は小面積であ

るが遺構・遺物は確認できなかった。

2トレンチ（長7mx幅1．5m）は、盛り土

と野田院古墳との関係を観察するために設定し

た。15cm程の厚さの花崗土の下に土壌層と思わ

れる灰色シルト質土が数cmの厚さで堆積し、以

下黄土色シルト質土層となる。黄土色シルト質

土層が地山になると判断したが、濁りを含んで

おり確定できない。このトレンチで幅3m、探

さ0．9mの断面逆台形を呈する溝状の落ち込みが認められた。くさり礫を多く含む黄土色シルト

質土が充填している。遺物は認められない。この部分が事業の実施によって直接影響を受けない

ため、遺構であるのかベニヤのような自然形成のものであるのか残念ながら追求しなかった。

以上のことから、盛り土の下に遺構が存在する可能性は残るものの事業がそれに影響すること

は無いと判断し、文化財保護法に基づく事前の保護措置は不要と判断した。

第33図　トレンチ配置図

写真35　作業風景（1トレンチ）
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4　国立善通寺病院施設建設

（位置と経緯）

善通寺市の旧練兵場遺跡は、弥生、古墳時代を中心に中近世にいたる複合遺跡で、その範囲は

国立善通寺病院と四国農業試験場の敷地を中心とする東西1．2km、南北0．5kmに拡がると推定され

ている。この遺跡内において各種開発に伴う埋蔵文化財調査が県教委と善通寺市教育委員会によ

って断続的に行われている。平成7年7月には

国立善通寺病院敷地の東北部において看護学校

の建設が計画され、遺跡内での遺構の拡がりを

確認するための試掘調査が行われた。この結果、

この付近には扇状地性の旧中州と考えられる礫

層が地表面近くに盛り上がり、遺構が希薄な部

分があることが判明した。平成8年度下半期か

ら㈲香川県埋蔵文化財調査センターによって、

医療用排水処理設備および焼却炉と看護学校校

舎・宿舎、電線埋設場所（約6，000Id）の発掘

調査が行われたが、一調査範囲は遺構の希薄な部

分を除外して設定されている。

看護学校等の建設工事には、電気・ガス・水

道などのほか周辺の環境整備工事など地下遺構

に影響を与える各種の付帯工事が計画されたが、

田

第34図　調査位置図（「善通寺」）

これらの中にはセンターの調査対象地の決定以後に計画されたものが含まれており、センターに

よる調査が行えない部分が生じた。この工事対象地の埋蔵文化財の取扱いについて事業主体であ

る四国医務支局、国立善通寺病院と数度にわたり協議をおこなった結果、試掘調査を行って遺構

の拡がりを確認したうえで取扱いを決定することとした。

（調査結果およびまとめ）

協議範囲内において4箇所のトレンチ（21Iの　を設定した。

1トレンチ（長13mX幅0．7m）では厚さ約10cmの造成土下に遺構面（明灰色シルト質土層）

が現れる。溝状遺構2条を検出した。西側の溝は幅1．5m、東側の溝は5m以上の規模（東肩未

検出）で、東側の溝の埋土から中世土器片、弥生土器片が採集された。東側の溝は、埋蔵文化財

センターの調査で検出された環濠の可能性が想定される弥生時代後期の溝状遺構につながると推

定される。

2トレンチ（長3mX幅0．7m）では、約60

cmの厚さの造成土以下に、約70cmの撹乱土層、

20cmの旧耕土の推定される明灰色シルト質土層、

20cm厚の灰色シルト質土、20cm厚の灰色砂礫層

と堆積し、灰色礫層にいたる。灰色シルト質土

層と灰色砂礫層は河川堆積物で、中世土器・弥

生土器細片が含まれる。なお、河川の岸（肩）

は未検出である。

3トレンチ（長7mX幅1．1m）は、75cmの

厚さで造成土、以下10cm厚の灰色砂質土層をは

さんで茶灰色シルト質土層の地山にいたる。遺

構・遺物は確認されなかった。4トレンチ（長

ー35－

写真37　件業風景（1トレンチ）



3mX幅0．7m）は厚さ140cmの造成土、以下明灰色シルト質土層・灰色シルト質土層（ともに20

cm厚）を経て灰色礫層にいたる。遺構・遺物は確認されなかった。

以上の試掘結果と周辺でのこれまでの知見を稔合して、事業実施に先だち保護措置の必要な範

囲、保護措置の終了した範囲は第35園に示すように判断した。なお、2トレンチ付近で計画され

た雨水排水管敷設に伴う事前調査（約30d）を平成9年10月8、9日に実施した。

写真381トレンチ遺構検出状況 写真39　2トレンチ掘削状況

葺 肯

斬 トレンチ　　 】表 甥
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第35図　トレンチ配置図
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5　城山川

（位置と経緯）

城山川の河川改修に伴う埋蔵文化財の試掘対象地は、昨年度4月に試掘調査を実施した地点の

上流側にあたる。昨年度の調査では、遺存状態の良い中世土器を多量に包含する旧河道を検出し、

平成9年度に㈲香川県埋蔵文化財調査センターによって事前調査が行われた。

（調査の結果およびまとめ）

1トレンチ（長5×幅2m）では、昨年度の試掘調査によって検出した旧河道の延長を検出し

た。しかし、前回中世土器を多量に包含していた堆積層からは、土器細片が数点検出されたのみ

であった。この理由は、旧河道中の土器片は近辺に所在が推定される集落との位置関係によると

思われる。当該期の中世集落は調査地北側の段丘上に存在すると推定され、1トレンチと段丘と

の距離が、前回調査地よりも相対的に離れているためであろう。

2トレンチ（長5×幅2m）においても旧河道が検出された。この旧河道は砂礫で埋積される

もので、近世以降の磨滅した土器細片が含まれる。1トレンチの旧河道との層位関係は確認して

いないが、出土遺物より1トレンチの河川より

も新しいと判断できる。

以上のことから、今回の協議範囲においては、

昨年度本調査が必要と判断した旧河道の延長部

分が検出されたものの、遺物の包含量が僅少で

あり、上流側は2トレンチで検出した旧河道に

壊されていると判断できることから、事業の実

施にあたって文化財保護法に基づく事前の保護

措置は不要と判断した。

写真40　作業風景（2トレンチ）
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6　高松滝頭地区開発事業

（経緯と位置）

標記事業は①港湾整備事業②土

地区画整理事業（彰街並み・まちづ

くり総合支援事業からなり、サン

ポート高桧総合整備事業として香

川県・高松市が中心となって取り

組んでいる事業である。事業予定

地である高松市玉藻町・西の丸町

・浜ノ町周辺は国指定史跡でもあ

る高松城を中心に当時の城下町が

広がる地域で事業実施当初から文

化財を生かした取り組みが求めら

れている地域でもある。

これまでの当事業と埋蔵文化財
：二．ンこ：ここ等丁，ユ：・：・：・‡三二二ご－：－：：

高　聡

の保護について概観すると、①に　　　　　　第37図　調査位置図（「高松北部」）

ついては昭和62年度から事業が策定実施されてきているが、戦後埋め立て造成による土地が大半

で高松城に付随する遺構等が所在する可能性は認められず、保護措置は取られていない。②につ

いては西の丸町を中心に平成4年度から基本計画の策定、実施がなされ、県教委では平成7年度

に試掘調査を実施している。その結果、武家屋敷跡等の遺構を確認し、平成8年度に本調査を実

施して城下絵図との比較検討をする上で大きな成果が得られている。また同事業に付随して実施

されるJR貨物場移転に際しても高松市香西南町を中心に平成8年度に遺跡の有無確認調査を実

施し、弥生時代～中世にかけての埋蔵文化財包蔵地（西打遺跡）が確認され、平成9年度本調査

中である。③は、②事業にあわせ公共施設と建築物が調和し、地域の個性を生かした街作りを推

進する事業で、これに先行して実施されるのが、今回の調査対象地である地下駐車場建設である。

事業主体である県高松港頭地区開発局及び事務所から連絡を受けた県教委では、事業実施範囲と

城下絵図及びこれまでの調査結果との照合をおこなった。その結果、事業予定地の南部は生駒期

より城内であったことが想定されるものの、北側では近世～近代のに至る間にどれほど陸地化（城

内化）したか不明な状態であった。この結果を受けて、事業課と協議を行った結果、事業地の最

北端部を除く全域で事前の試掘調査を実施することで合意に達した。

なお、事業予定地は、大部分が㈱JR四国所有地で、軌道が残存し一部使用中であることから、

軌道の撤去が終了した範囲から2回に分けて調査を実施している。調査にあたっては同社の全面

的な協力を得た。

（調査の結果とまとめ）

調査は、事業予定地の南部と北部に第40図のとおり5個所のトレンチを設定した。

南部（1・2トレ）は西側で平成8年度に実施された西の丸調査区の成果より、生駒期から高松

城内と推定されていた地点である。調査の結果、両トレンチとも海抜約1m付近から生駒期に至

る第3整地面と呼ばれるレベルまで明茶灰色砂層が厚く堆積していることが判明した。絵図と現

在の地割を比較しても調査地を中堀の一部に比定することは困難で、単一層が厚く堆積し、湧水

も激しい状況から考えて生駒期に調査地点は海面であった可能性が高いと考えられる。絵図から

推定して調査地南側の県道付近にその境界があるものと推定される。一方、上層では2トレンチ

で第1遺構面が一部撹乱により消失しているものの、全体として第1遺構面・整地面は良好に遺

存していることから遅くとも18世紀には陸地化し城内であると判断された。したがって、18世紀
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以降の海との境界は調査地以北で求めなければならず、このことは、享保年間の作成と言われる

「高松城下図」の記載と一致する。ただし東の丸築城（1672年）以前の制作とされる「高校城下

図屏風」では調査地点がすでに陸地下していることが想定されるが当該期に相当する第2整地面

はほぼ海砂層への変換点と一致しており今回の調査では検出されなかった。これを整地面の形成

時期幅の中で捉えるのか、図屏風作成時期が第2整地面の形成時期をさかのぼるのかは今後の課

題であろう。

北部（3－5トレ）は4トレンチでほぼ東西に伸びる突堤を検出した。突堤の構造及び出土遺

物等から推察して近代以後で現高松駅設置以前のものと判断できる。その他のトレンチは表土直

下から海砂層が検出され当該地の埋め立てが港の俊漢工事の際に排出された砂を利用していたこ

とが伺える。

以上の結果から、事業予定地内において、1・2トレンチ以南については県道以北で第1遺構

面・整地面が、県道以南で第2・3整地面が残存していると推定された。この範囲は「高松城跡」

が及んでいるものとして文化財保護法に基づく事前の保護措置が必要である。3～5トレンチで

はその状況から事前の保護措置は不要と判断されるが、北部と南部の間に18世紀以降の海との境

界ラインが想定されるため、この範囲については、軌道の撤去状況を踏まえて、試掘調査を実施

していく必要がある。

（S）　　　　　（1トレ）　　　　　　　　　　　　（N）　　　　　　　　　（2トレ）

（》現代盛土（花南土）

（む黒褐色砂質土と灰褐色砂質の互層（明治～昭和）

③茶褐色砂層

匝黒褐色砂賃土 （黄褐色ブロック少1混）

（む赤褐色砂黄土

④茶色砂質土

淡黒褐色砂質土

り暗褐色砂質土

⑨滋灰褐色粘質土

＼　　　　　　⑩明灰色砂層（湧水が激しい）
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第38図1トレ、2トレ　土層図（S＝1／40）

第39図　出土瓦撮影（S＝1／2）

写真411トレンチ（第1整地面遺構検出状況）　　　写真42　4トレンチ（突堤検出状況）
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7　県警機動隊舎建設

（位置と経緯）

高松市多肥下町に所在する四国管区警察局高

松送信所が閉鎖されることとなり、跡地に香川

県警察機動隊舎が建設される計画があり、県警

察本部より県教委に埋蔵文化財の所在の有無と

その取扱いについての照会があった。県教委で

は、分布調査を行った結果、後述する地形条件

や凹原遺跡など周辺に遺跡の所在が知られてい

ることから、試掘調査を行う必要を認め、協議　浮

の結果、調査を実施することとなった。　　彊＿

事業予定地は、第2次世界大戦末期に軍用機

の修理工場用地として接収され、当時に敷設さ

れた飛行場から直線に延びる道路で結ばれてい

た。戦後、送信所として使用され現在に至って

いる。

（調査の結果およびまとめ）

協議範囲内に4箇所（75d）のトレンチを掘

削した。調査の結果、1、3トレンチで弥生時

代後期の溝状遺構（各1条）を検出した。

1トレンチ（長25mX幅1．7m）は、地表か

ら造成土（厚50cm）・旧水田耕土（5cm）・明

灰色極細砂質土（10cm）・暗灰色極細砂質土（5

cm）・暗茶褐色シルト質土（13cm）の順で堆積

し、灰色シルト質土の地山にいたる。溝状遺構

し‘”，、蒜

＼、＿・・一止

第41図　調査位置図（「高松南部」）

ー41－



［＝］
A　汲払遺跡　　B　凹原遺跡　　C　多肥松林遺跡

（埋没旧河道）　　D　日暮松林遺跡　E　多肥宮尻遺跡

第43因　微地形分類予察図

注）　昭和37年国土地理院撮影の空中写真（1／1万）を線比2倍に引き伸ばしたものと、昭和20年代に

アメリカ軍が撮影した1／4万空中写真を判読して作成した。

当該地の微地形分類については、既に高橋学氏により成果が公表されている。（「高松平野の環境

復原」『讃岐国弘福寺領の調査　弘福寺領讃岐国山田郡田園調査報告書』高松市教育委員会1992

年）この成果と分類の基準は同一である。一部分類結果の異なるところがあるが、大きくは同じ内

容となった。
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は南北方向に流れ、幅3m、深さ0．4mの規模、皿状の断面形を呈し、暗灰色小礫混じりシルト

質土で埋積される。この溝状遺構の右（東）岸側を中心にコンテナ1／2箱の土器片が出土した。

土器片には完形に近いものがあることから近辺に集落関係の遺構が検出される可能性が高いと考

えられる。2トレンチ（長8mX幅1m）は、1トレンチと同一の層序で、旧水田耕土と地山と

の間の層から若干量の土器細片が採集されたが、遺構は検出されなかった。

3トレンチ（長12mX幅1．7m）は表土直下に遺構面が現れる。ここから幅2m、深さ25cmの

溝状遺構を検出した。弥生時代後期の土器細片を多量に包含している。当初はこの3トレンチを

西へ延伸する予定であったが、降雨のため4トレンチ（長3mX幅1m）によって、3トレンチ

と同様に表土直下に地山が現れる状況を確認し、調査を終了した。

以上のことから、遺構の密度はやや疎らと想定されるものの、協議範囲全域に遺跡が拡がると

判断される。遺跡名は小字から「汲仏（こんぼとけ）遺跡」と呼称することとし、事業の実施に

先立ち文化財保護法に基づく保護措置を図る必要がある。

17m一　花崗土

造成土

灰色シルト質

18m　一

てプ孟茶灰色
極細砂質土

灰色極細砂質土

旧水田耕土　3トレンチ

明灰色極細砂質土
暗灰色極細砂質土

暗茶褐色シルト質土

▽志
1トレンチ

灰色小礫まじりシルト質土

第44図　断面模式図

写真441トレンチ溝状遺構

第45図　実測図（1トレ溝上層）

写真45　遣物出土状況（1トレンチ）
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